
4なめがた　2017.5.1

９人の新規採用職員です。これからよろしくお願いします。

行
方
市
職
員
人
事
異
動
（
平
成
29
年
４
月
１
日
発
令
）　
課
長
級
以
上

総
務
課
（
麻
生
庁
舎
）　

☎ 

０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

課
長
級
（
４
月
１
日
付
）

退
職
者
（
３
月
31
日
付
、
課
長
級
以
上
）

新
規
採
用
者
（
４
月
１
日
付
）

部
長
級

▽
元
木
晴
菜
（
総
務
部
税
務
課
主
事
）

▽
藤
﨑
涼
子
（
総
務
部
総
合
窓
口
課
麻
生
総
合
窓
口
室
主
事
）

▽
大
川
璃
穂
（
保
健
福
祉
部
社
会
福
祉
課
主
事
）

▽
田
中
麻
友
（
保
健
福
祉
部
介
護
福
祉
課
技
手
）

▽
原
貴
和
武
（
保
健
福
祉
部
国
保
年
金
課
主
事
）

▽
松
兼
陵
太
（
経
済
部
農
林
水
産
課
主
事
）

▽
梅
原
麻
衣
（
経
済
部
商
工
観
光
課
主
事
）

▽
小
林
美
輝
（
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
麻
生
幼
稚
園
教
諭
）

▽
森
作
勇
哉
（
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
主
事
）

▽
保
健
福
祉
部
長
（
兼
）
福
祉
事
務
所
長　

宮
内
美
佐
夫

▽
市
長
公
室
理
事
（
兼
）
政
策
秘
書
課
長　

永
峰
英
明

【
市
長
公
室
】　　

▽
総
合
戦
略
課
長　

飯
田
勉

【
総
務
部
】　　
　

▽
財
産
管
理
課
長　

方
波
見
重
徳　

▽
税
務
課
長　

河
野
一
郎　

▽
収
納
対
策
課
長　

河
嶋
寛
次

【
保
健
福
祉
部
】　

▽
国
保
年
金
課
長　

石
神
勝
徳

【
経
済
部
】　　
　

▽
農
林
水
産
課
長　

森
坂
政
行　
　

▽
商
工
観
光
課
長　

辺
田
正
行

【
水
道
課
】　　
　

▽
水
道
課
長　
　
　

宮
内
民
雄

▽
保
健
福
祉
部
長
（
兼
）
福
祉
事
務
所
長　

久
保
力

▽
税
務
課
長　

髙
埜
栄
治

▽
収
納
対
策
課
長　

額
賀
修
一

新
規
採
用
職
員

　
保
健
福
祉
部
国
保
年
金
課
　
主
事
　
原 

貴
和
武
　

　
私
は
、
保
健
福
祉
部
国
保
年
金
課
に
て
、
主
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

関
す
る
手
続
き
業
務
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
の
個
人
情
報

を
多
く
取
り
扱
う
業
務
の
た
め
、
常
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
。

　
ま
だ
分
か
ら
な
い
事
ば
か
り
で
、
不
安
に
感
じ
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す

が
、
行
方
市
職
員
と
し
て
の
責
任
と
自
覚
を
強
く
持
ち
、
一
日
で
も
早
く
業

務
を
覚
え
て
市
民
の
皆
さ
ま
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ

う
日
々
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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　この臨時福祉給付金（経済対策分）は、平成 26 年４月に実施した消費税率引上げによる影響を緩和するため、
所得の少ない方に対して、制度的な対応を行うまでの間の暫定的・臨時的な措置として実施するものです。
　新たに消費税率引上げと軽減税率導入が２年半延期されたことを踏まえ、また、経済対策の一環として、社会全
体の所得の底上げに寄与するとともに、所得の少ない方の安心感を確保するため、平成 29 年４月から平成 31 年
９月までの２年半分を一括して支給します。
■支給対象者
　平成 28 年度臨時福祉給付金（３千円）の支給対象者である方が、対象となります。
　※平成 28 年度臨時福祉給付金（３千円）を実際に受給したか否かは問いません。
■給付額
　支給対象者１人につき　１万５千円
■申請方法等
　①申請書発送
　　�５月中旬に支給対象となる方に申請関係書類をお送りします。同封の案内文書をよくお読みいただき、申請手

続きをしてください。
　②申請期間
　　▶郵送申請　９月 29 日（金）消印有効
　　▶直接申請　５月 18 日（木）～５月 31 日（水）（平日のみ）３庁舎玄関ロビー
　　　　　　　　６月１日（木）　～６月 16 日（金）（平日のみ）社会福祉課（玉造庁舎）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　���麻生庁舎玄関ロビー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　���北浦庁舎玄関ロビー
　　　　　　　　６月 19 日（月）～９月 29 日（金）（平日のみ）社会福祉課（玉造庁舎）

臨時福祉給付金（経済対策分）が支給されます

マイナンバーカード！！
作ると便利

【問い合わせ】総合窓口課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

　市では、マイナンバーカード（個人番号カード）の推進をしています。

　マイナンバーは、一人一人に付番された 12 ケタの番号です。平成 28 年１月以降、職場や行政手続などの際に

マイナンバーの提示を求められることになりました。

マイナンバーカードのメリット
　○マイナンバーを証明する書類として

　　マイナンバーを証明する書類として利用できます。

　○本人確認の際の身分証明書として

　　顔写真付きなので、マイナンバーと本人確認が１枚のカードで行えます。

　○コンビニで各種証明書が取得できます

　　�市では平成 29 年 12 月から、マイナンバーカードを利用して最寄りのコンビニから証明書が取得で

きるサービスを開始します。

　　【対象証明書】住民票　印鑑証明書　課税証明書

　　�市役所開庁時間にかかわらず、「いつでも」「どこでも」取得できるコンビニ交付サービスをご利用

ください。※利用時間は、年末年始を除く午前６時 30 分～午後 11 時までとなります。

【問い合わせ】
　臨時福祉給付金窓口（玉造庁舎　社会福祉課内）
　臨時福祉給付金専用ダイヤル　☎０２９９－５５－３７２２
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農林水産課からのお知らせ

【問い合わせ】農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

■農業機械等導入補助金
　▶対象者

　　�農業所得の申告を行っている農業者、農業生産法

人、農事組合法人

　　※�本市に住所または本拠を有し、市税等の滞納が

ないことが条件

　▶対象経費

　　10 万円を超える 1つの機械等の購入費

　　※消費税および地方消費税相当額を含まない額

　▶補助額

　　�補助対象経費に５％を乗じて得た額とし、10 万円

が上限

　　　※補助金の交付は、同一年度中１回限り

　▶必要な書類

　　①領収書または販売証明書の写し

　　②農業機械等のカタログ

　▶補助対象外

　　�汎用性がある機械（農業以外に使用できるもの）

や家庭菜園用の機械等

　　（例）トラック類、発電機、刈払機、チェンソー等

■わな猟免許取得費補助金
　▶対象者

　　本市に在住し、わな猟免許を新規に取得した者

　　※市税等の滞納がないことが条件

　　※猟友会に新規加入していただく必要があります。

　▶対象経費

　　わな猟免許講習会受講料、狩猟免許試験申請費用

　▶必要な書類

　　狩猟免状、対象経費に係る領収書の写し

■電気柵等設置費補助金
　▶対象者

　　�イノシシによる被害を受けるおそれのある農地に

電気柵または防護網を設置する者

　　※�本市に住所または本拠を有し、市税等の滞納が

ないことが条件

　▶対象経費

　　①�イノシシ被害対策用の電気柵設備（本体および

柵線等資材）の新規購入費

　　②イノシシ被害対策用の防護網設備の新規購入費

　▶補助額

　　①対象経費の２分の１とし、３万円が上限

　　②対象経費の２分の１とし、１万円が上限

　　　※補助金の交付は、同一年度中１回限り

　　　※�電気柵を３者以上の集団で設置した場合は、

その集団へ加算金１万円を交付

　▶必要な書類

　　①対象経費に係る領収書の写し

　　②設置場所が分かる位置図

　　③設置した電気柵または防護網のカタログ

各種補助金について

　市では、イノシシによる農作物への被害を防止するため、猟友会に依頼して市内全域の山林等に「くくりわな」
を仕掛け、イノシシの捕獲を行っています。
　わな付近には、注意標識等が木に設置されています。山林等への立ち入りについては、十分な注意をするよう
お願いします。
　また、イノシシを目撃した場合には、目を合わせるなどイノシシを刺激したりしないよう注意し、すぐに安全
な場所に退避してください。
　４月～６月は田畑への被害が多くなります。目撃や被害の情報は、捕獲への大きな手助けに
なります。目撃や農作物被害があった場合は、すぐに農林水産課までご連絡ください。
　なお、わなの設置期間は、平成 29 年５月～平成 30 年３月となっています。
　平成 28 年度（平成 29 年３月 31 日現在）は、市内全域で 165 頭捕獲しました。

イノシシ情報！



NAMEGATA MAY.20177

〈キリトリ〉

【問い合わせ】アントラーズファンクラブ事務局　　　�������������☎０２９９－８２－５５５５
　　　　　　��政策秘書課まちづくりグループ（麻生庁舎）��������☎０２９９－７２－０８１１

■日　　時　　５月 14 日（日）14：00 キックオフ（11：00 開場）
■開催試合　　2017 明治安田生命 J1 リーグ　第 11 節
　　　　　　　鹿島アントラーズ　VS　ヴィッセル神戸

■場　　所　　茨城県立カシマサッカースタジアム（鹿嶋市神向寺 26-2）
■引　　　　　換　　　　　券　　このページ下の引換券を切り取り、当日お持ちください（受付開始９：30 ～）。
■対　　　　　象　　　　　者　　行方市内在住、在勤および在学の方
　▶ご招待対象者（無料）　　：アントラーズファンクラブ会員、小中学生、高校生、65 歳以上の方
　▶ご優待対象者（1,000 円）：上記項目に該当しない行方市内在住、在勤および在学の方
　※小学生はキッズパス利用でも無料

　※詳細は、今号 25 ページの「鹿島アントラーズ」のコーナーをご覧ください。

5 月 14 日（日）は鹿島アントラーズ・ホームタウンデイズ「行方の日」
～行方市民の皆さまを鹿島アントラーズの試合に特別ご招待（ご優待）～

　環境保全行方市民会議では、楽しみながらエコになるグリーンカーテン作りを推奨しています。グリーンカー

テンは屋内への直射日光を遮り、冷房機器の電気使用量を抑えることにより、二酸化炭素排出量を削減し、地

球温暖化防止に役立ちます。

　移植苗をご希望の方は、電話または FAX で環境課までお申し込みください。チラシおよび申込用紙は、総合

窓口（麻生・玉造庁舎）、環境課（北浦庁舎）に置いてあります。

　なお、本年度の種苗はゴーヤのみとなります。苗の本数には限りがありますのでご了承ください。配布は北

浦庁舎において、５月 23 日頃（生育により前後します）の予定です。

■申込期間　５月８日（月）～ 5月 19 日（金）

グリーンカーテンで、省エネと CO2 削減を！

【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）
　☎０２９１－３５－２１１１　FAX０２９１－３５－３２５８
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４
月
１
日
、
次
の
方
が
行
政
相
談
委
員
と

し
て
、
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

根
本　

憲　

委
員
（
再
任
）

　

松
下
健
治　

委
員
（
再
任
）

　

新
堀
文
江　

委
員
（
新
任
）

　

行
政
相
談
委
員
は
、「
め
ざ
そ
う　

住
み

よ
い　

ま
ち
づ
く
り
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

住
民
の
皆
さ
ま
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し

て
、行
政
に
関
す
る
相
談
な
ど
を
受
け
付
け
、

そ
の
解
決
の
た
め
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
困
っ
て
い
る
こ

と
、
悩
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
、

無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。

■
行
政
相
談
所
の
開
設
日

　

５
月
17
日
（
水
）
午
後
１
時
～
午
後
３
時

　

10
月
18
日
（
水
）
午
後
１
時
～
午
後
３
時

○
麻
生
公
民
館
会
議
室

　
（
☎
０
２
９
９
‐
７
２
‐
１
５
７
３
）

○
北
浦
公
民
館
講
話
室

　
（
☎
０
２
９
１
‐
３
５
‐
３
７
７
７
）

○
玉
造
福
祉
セ
ン
タ
ー
会
議
室

　
（
☎
０
２
９
９
‐
３
６
‐
２
０
２
０
）

行
政
相
談
委
員
と
し
て

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

政
策
秘
書
課
（
麻
生
庁
舎
）

　
　
　
　

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

あ
な
た
の
心
の
つ
ぶ
や
き
、
狂
歌
に
し
て

み
ま
せ
ん
か
!!

　

日
常
の
出
来
事
や
、
社
会
風
刺
、
心

の
つ
ぶ
や
き
な
ど
を
、
あ
な
た
の
言
葉
で

五
七
五
七
七
の
リ
ズ
ム
に
の
せ
て
狂
歌
を
作
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。
テ
ー
マ
は
自
由
。
皆
さ
ま

の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

募
集
要
項
お
よ
び
応
募
用
紙
は
、
各
庁
舎

（
総
合
窓
口
）
お
よ
び
公
民
館
に
置
い
て
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
応
募
条
件

①�

作
品
は
、
本
人
が
創
作
し
た
未
発
表
の
も

の
に
限
り
ま
す
。

②�

作
品
等
の
文
字
は
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と

書
い
て
く
だ
さ
い
。

③�

漢
字
に
は
、「
ふ
り
が
な
」
を
つ
け
て
く
だ

さ
い
。

④�

応
募
作
品
は
、
自
由
吟
・
課
題
吟
の
別
は

問
い
ま
せ
ん
。

⑤
応
募
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

⑥�

入
選
作
品
の
発
表
や
使
用
に
関
す
る
権
利

は
、
本
市
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
９
回
な
め
が
た
狂
歌

～
作
品
募
集
～

生
涯
学
習
課

　
　
　
　

☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

⑦
応
募
は
、
一
人
３
首
ま
で
と
し
ま
す
。

⑧�

応
募
資
格
は
、
小
学
生
以
上
の
方
な
ら
ど

な
た
で
も
。

■
応
募
方
法

　

�「
封
書
」「
Ｆ
Ａ
Ｘ
」「
Ｅ
メ
ー
ル
」「
応
募

用
紙
」
で
。

○�

作
品
（
課
題
吟
の
場
合
は
本
歌
も
漢
字
に

は
ふ
り
が
な
）

○�

郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

年
齢
・
電
話
番
号
・
職
業
（
学
校
名
学
年
）・

賞
状
授
与
式
へ
の
参
加
の
可
否
を
明
記

■
応
募
先

　
「
封
書
」
で
応
募
の
場
合

　
　

〒
３
１
１
‐
１
７
９
２

　
　

行
方
市
山
田
２
５
６
４
‐
10

　
　

行
方
市
教
育
委
員
会

　
　

生
涯
学
習
課
「
な
め
が
た
狂
歌
」
係

　
「
Ｆ
Ａ
Ｘ
」
で
応
募
の
場
合

　
　

行
方
市
教
育
委
員
会

　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
２
９
１
‐
３
５
‐
１
７
８
５
へ

　
「
Ｅ
メ
ー
ル
」
で
応
募
の
場
合

　
　

�nam
e-shogaku@

city.nam
egata.

lg.jp

へ
送
信

　
「
応
募
用
紙
」
で
応
募
の
場
合

　
　

�
各
庁
舎
や
各
公
民
館
等
に
設
置
の
応
募

箱
へ
投
函

■
応
募
期
間

　

５
月
24
日
（
水
）
～
７
月
５
日
（
水
）

　

当
日
消
印
有
効

〈キリトリ〉
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総
務
課　

人
事
グ
ル
ー
プ
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

　

平
成
30
年
４
月
採
用
の
試
験
を
、
前
期
と
後
期
の
２
回
実
施
し
ま
す
。
前
期
は
、
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

　

な
お
、
後
期
試
験
の
案
内
は
、
市
報
な
め
が
た
８
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

■
試
験
区
分
お
よ
び
採
用
予
定
人
員
（
学
歴
区
分
：
Ａ
大
学
卒
等　

Ｂ
短
大
・
高
校
卒
等
）

試
験
区
分

採
用
予
定

人　
　

員

学
歴
区
分

受
験
資
格

一
般
事
務

５
名
程
度

Ａ

昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）

を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
は
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
人

１
名
程
度

（
身
体
障

が
い
者
）

Ａ

昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）

を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
は
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
人
で
、
自
力
に
よ
り
通
勤
が
で
き
、
か
つ
、
介
護

者
な
し
に
事
務
職
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
が
可
能
な
人
で
、

次
の
（
１
）
～
（
３
）
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

（
１
）
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

（
２
）�

通
常
の
勤
務
時
間
（
原
則
と
し
て
週
38
時
間
45
分
、

１
日
７
時
間
45
分
）
に
対
応
で
き
る
人

（
３
）
活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
る
人

保
健
師

若
干
名

Ａ

昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）

を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
は
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
人
で
、
保
健
師
の
資
格
を
取
得
し
た
人
、
ま
た
は

平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
人

　

上
記
の
受
験
資
格
に
該
当
す
る
人
で

あ
っ
て
も
、
次
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

　

ア　

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人

　

イ　

成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保
佐
人

　

ウ　

�

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
る
ま
で
ま
た
は
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
人

　

エ　

�

本
市
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処

分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
２

年
を
経
過
し
て
い
な
い
人

　

オ　

�

日
本
国
憲
法
ま
た
は
そ
の
下
に
成

立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る

こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の

団
体
を
結
成
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
加

入
し
た
人

■
試 

験 

日

　
【
第
１
次
試
験
】

　
　

�

教
養
試
験
（
論
文
を
含
む
）・
職
場
適

応
性
検
査

　
　

７
月
23
日
（
日
）

　
【
第
２
次
試
験
】

　
　

集
団
討
論
試
験
・
面
接
試
験

　
　

９
月
中
旬
予
定

▽
会
場　

�

北
浦
公
民
館
（
山
田
２
１
７
５
）

■
受
付
期
間

　

５
月
１
日
（
月
）
～
５
月
31
日
（
水
）

■
申
込
書
の
請
求
方
法

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
所
定
の
用
紙
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
市
総
務
部
総
務
課

人
事
グ
ル
ー
プ
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
封
筒
の
表
に

（
職
員
採
用
試
験
申
込
書
請
求
）
と
朱
書
き

し
、
あ
て
先
を
明
記
し
て
１
２
０
円
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
角
２
サ
イ
ズ
）
を
必

ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
込
書
は
、
北
浦
庁
舎
総
合
窓
口

室
、
玉
造
庁
舎
総
合
窓
口
課
に
も
配
置
し
て

あ
り
ま
す
。

■
資
料
請
求
・
問
い
合
わ
せ

　

行
方
市
総
務
部
総
務
課
人
事
グ
ル
ー
プ

　

〒
３
１
１
‐
３
８
９
２

　

行
方
市
麻
生
１
５
６
１
番
地
９

　

☎
０
２
９
９
‐
７
２
‐
０
８
１
１

※�

試
験
案
内
は
行
方
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.city.nam

egata.ibaraki.

jp/

）
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

平
成
30
年
４
月
採
用
　
行
方
市
職
員
採
用
試
験
（
前
期
）
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　例年、5月から 7月にかけて、きれいな黄色い花を咲かせ、道路沿いや庭先、空き地などで生息が確認されています。

　オオキンケイギクは、非常に強い繁殖力のため在来種を駆逐してしまう恐れがあり、個人が飼育、栽培、保管、運搬、

輸入、野外へ放つ、植える、および種子をまく行為が禁止されています。違反すると罰金が科せられる場合があり

ます。

※オオキンケイギクは平成 18 年２月に特定外来生物の指定を受けました。

特定外来生物オオキンケイギクとは？

・高さ 30 センチメートルから 100 センチメートルの多年草。

・開花時期は５月から７月で、根元から束状に多数生えている。

・葉の小葉は細長い槍のような形。

・花の中心はオレンジ色で、黄色の舌状花の先が４つ～５つに裂けている。

オオキンケイギクの特徴

①開花時期に根を残さず抜き取る。

②１週間ほど袋に入れて枯らす（枯れる前の移動は運搬にあたるため、禁止されています）。

③種子の飛散を防ぐため、袋の口を密閉し、燃やせるごみとして廃棄する。

④翌年以降も生えてきた場合は、①～③を繰り返し行う。

　以上を粘り強く行っていただくことが、在来種への影響を防ぐことにつながります。

　皆さんのご協力をよろしくお願いします。

駆除の方法

【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

オオキンケイギクの駆除にご協力をお願いします

　

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
毎
年

６
月
１
日
を「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」と
定
め
、

「
全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

地
元
の
人
権
擁
護
委
員
が
、
人
権
問
題
等

で
お
困
り
の
方
々
か
ら
の
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。

　

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
期
日

　

６
月
１
日
（
木
）

■
時
間

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
場
所

　

市
内
３
カ
所
の
公
民
館
（
麻
生
公
民
館
・

北
浦
公
民
館
・
玉
造
公
民
館
）

※
相
談
料
無
料
、
事
前
予
約
不
要
。

「
全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談
」
を

実
施
し
ま
す

総
合
窓
口
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間

　
「
い
じ
め
」
や
児
童
虐
待
な
ど
、
子
ど
も

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
取
り

組
む
た
め
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
を
実
施
し
、
悩
み
を
持
っ
た
お

子
様
や
保
護
者
の
方
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。

　

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
期
間

　

６
月
26
日
（
月
）
～
７
月
２
日
（
日
）

■
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

　

※�

た
だ
し
、
土
・
日
曜
日
は
午
前
10
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で
と
な
り
ま
す

■
電
話
番
号

　

０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

　
（
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

■
実
施
機
関

　

水
戸
地
方
法
務
局
・
茨
城
県
人
権
擁
護
委

員
連
合
会

■
相
談
員

　

法
務
局
職
員
・
人
権
擁
護
委
員

総
合
窓
口
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１
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市民ワークショップ　を開催します
これからの公共施設を考える

【問い合わせ】総合戦略課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

　市では、「笑顔で住み続けたいまち、行方」をテーマに、住みやすい地域の実現に向けた取り組みを進めています。

　その一環として、将来の公共施設のあり方について、市民の皆さんと一緒に考えていきたいと思い、次の日程に

おいて「これからの公共施設を考える市民ワークショップ」を開催します。

　施設の現状や課題を共有しながら、参加者が「自分事」として意見・提案を行い、今後の公共施設のあり方につ

いて議論を深めていきたいと思います。

　多くの皆さんのご参加をお待ちしています。参加をご希望の方は、事前に申し込みをお願いします。

開催日

麻生地区 北浦地区 玉造地区

第１回

　　　　５月 21 日（日）
　　　　　全　体　会　　：午前 10 時～正午
　　　　　ワークショップ：午後１時～午後４時

レイクエコー（宇崎 1389）

第２回
６月４日（日）
午後１時～午後４時

６月 10 日（土）
午後１時～午後４時

６月 11 日（日）
午前９時～正午

麻生公民館　研修室 北浦公民館　会議室 玉造公民館　大ホール

第３回
６月 17 日（土）
午後１時～午後４時

６月 24 日（土）
午後１時～午後４時

６月 25 日（日）
午前９時～正午

麻生公民館　研修室 北浦公民館　会議室 玉造公民館　大ホール

■開催日時・会場

■申込方法

■その他

下記へ電話にてお申し込みください。

総合戦略課　地方創生グループ（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１（内線 367・368）

・報酬、交通費等の支給はありません。

・参加者多数の場合は、抽選となる場合があります（各地区 20 人程度）。

・一般傍聴可（申込不要）

　

市
で
は
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、
特

定
不
妊
治
療
（
体
外
受
精
・
顕
微
授
精
）
に

係
る
治
療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
、
助
成
額
が
１
回
に
つ
き
最

大
５
万
円
か
ら
10
万
円
に
増
額
に
な
り
ま
し

た
。
詳
細
は
健
康
増
進
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
治
療
を
お
考
え
の
方
、
何
か
お
困

り
ご
と
が
あ
る
方
の
ご
相
談
も
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

不
妊
治
療
費
補
助
金
の
助
成
額

が
増
額
に
な
り
ま
し
た

健
康
増
進
課
（
北
浦
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
０
２
９
１
（
３
４
）
６
２
０
０
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【問い合わせ】国保年金課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

若い人ほど…受診が必要！シリーズ　国民健康保険

　「まだ若いから大丈夫！」「仕事が忙しいから」。

　若い方に多い、健診を受けない理由です。でも若い

というだけで健康が維持できるでしょうか？ 40歳を過

ぎた働き盛りの今だからこそ、体のメンテナンスに気

をつかうべきです。

　グラフを見ていただければ、若い人ほど低い受診率

だということがわかります。

　特定健診は、メンテナンスの前のチェックだといえ

るでしょう。健診を受けていればこんなことにならず

に済んだと後悔しないよう、年に一度は受診してくだ

さい。生活習慣を見直すきっかけにもなります。

　「いつまでも健康なまま年齢を重ねたい」。

　誰もが抱く願いですが、まずは自分のからだの「今」

を見つめなおすことからはじめましょう。

H28 行方市　男女別・年齢階層別　特定健診受診率

「ねんきんダイヤル」で予約相談

【問い合わせ】国保年金課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

　日本年金機構では、平成 28�年 10�月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。

　年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、

ぜひ、予約相談をご利用ください。予約相談の受付は、「ねんきんダイヤル」で行っています。

一般的な年金相談に関するお問い合わせ

「ねんきんダイヤル」

0570-05-1165（ナビダイヤル）
050 で始まる電話でおかけになる場合は

03-6700-1165（一般電話）

　　　　　　　　受付時間：月　曜　日　　午前８時 30 分～午後７時

　　　　　　　　　　　　　火～金曜日　　午前８時 30 分～午後５時 15 分

　　　　　　　　　　　　　第２土曜日　　午前９時 30 分～午後４時

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで相談をお受けします。

※祝日（第２土曜日を除く）、12 月 29 日から１月３日はご利用いただけません。

※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。
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問い合わせ　収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

税 金 のお知らせのお知らせ 今月の税金

○固定資産税　第１期
○軽自動車税　全　期
納付期限（口座振替日）は
５月３１日です。

クレジットカードで公金支払いが
できます！

見　本


